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議案第３１号 

市税条例等の一部改正について  

 

○市税条例（昭和５６年藤井寺市条例第１号）  新旧対照表  

（第１条関係）

改正後 改正前 

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等） 

第13条 市民税は、第１号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第３

号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第２号及び第４号の者に

対しては均等割額により、第５号の者に対しては法人税割額により課する。 

第13条 市民税は、第１号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第

３号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第２号及び第４号の

者に対しては均等割額によって、第５号の者に対しては法人税割額によって課する。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、施行令第47条に

規定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。

第17条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。）又は法人課税信

託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節（第44条第10項から第12項までを

除く。）の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。 

 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、施行令第47条に

規定する収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。

第17条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。）又は法人課税信

託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規

定を適用する。 

 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該当する者に

あっては、第48条の規定により課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」とい

う。）を除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、

この限りでない。 

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税（第２号に該当する者に

あっては、第48条の規定により課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」とい

う。）を除く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、

この限りでない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が (２) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前年の合計所得金額が
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改正後 改正前 

1,350,000円を超える場合を除く。） 1,250,000円を超える場合を除く。） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得

金額が350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額に100,000円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有

する場合には、当該金額に210,000円を加算した金額）以下である者に対しては、均

等割を課さない。 

 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得

金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に

210,000円を加算した金額）以下である者に対しては、均等割を課さない。 

 

（所得控除） （所得控除） 

第20条 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には、同条第１項及び第３項から第12項までの規定により雑損控除額、医療

費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地

震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控除

額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が25,000,000円以下で

ある所得割の納税義務者については、同条第２項、第７項及び第12項の規定により基

礎控除額をそれぞれの者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

 

第20条 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当

する場合には、同条第１項及び第３項から第12項までの規定により雑損控除額、医療

費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地

震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控除

額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者については、同条第２

項、第７項及び第12項の規定により基礎控除額をそれぞれの者の前年の所得について

算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 

 

（調整控除） （調整控除） 

第23条 前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者について

は、その者の第21条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める金額を控除する。 

第23条 所得割の納税義務者については、その者の第21条の規定による所得割の額か

ら、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。 

(１) 当該納税義務者の第21条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額の合計額（以下この条において「合計課税所得金額」とい

う。）が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

の100分の３に相当する金額 

(１) 当該納税義務者の第21条第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額の合計額（以下この条において「合計課税所得金額」とい

う。）が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

の100分の３に相当する金額 

ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した

ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合
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改正後 改正前 

金額を加算した金額 算した金額を加算した金額 

イ （略） イ （略） 

(２) 当該納税義務者の合計課税所得金額が2,000,000円を超える場合 アに掲げる

金額からイに掲げる金額を控除した金額（当該金額が50,000円を下回る場合には、

50,000円とする。）の100分の３に相当する金額 

(２) 当該納税義務者の合計課税所得金額が2,000,000円を超える場合 アに掲げる

金額からイに掲げる金額を控除した金額（当該金額が50,000円を下回る場合には、

50,000円とする。）の100分の３に相当する金額 

ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した

金額を加算した金額 

ア 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合

算した金額を加算した金額 

イ （略） 

 

イ （略） 

 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第27条 第13条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の６第

１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義

務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前

年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

たもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（施

行令第48条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第

２条第１項第33号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）若しくは

法第314条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若

しくは医療費控除額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条

第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第23条の２の規定によ

り控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受

けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかっ

た者」という。）及び第14条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の

上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

第27条 第13条第１項第１号の者は、３月15日までに、法第317条の２第１項の規定に

よる申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の６第１項又は第

４項の規定によって給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中にお

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（施行令第

48条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは法第314条

の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療

費控除額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規

定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第23条の２の規定によって控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようと

するものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）及び第14条第２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の（二）に

掲げる者を除く。）については、この限りでない。 
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改正後 改正前 

２～７ （略） 

 

２～７ （略） 

 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第44条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１項、第２項、第

４項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告書（第10項及び第11項において

「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第４項、第19項及び第23項の申

告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第22項の申告納付

にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び

第３項の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22

号の４様式による納付書により納付しなければならない。 

第44条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の８第１項、第２項、第

４項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告書を、同条第１項、第２項、第４

項、第19項及び第23項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限まで

に、同条第22項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税

金又は同条第１項後段及び第３項の規定により提出があったものとみなされる申告書

に係る税金を施行規則第22号の４様式による納付書により納付しなければならない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の

規定にかかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記

載すべきものとされている事項（次項において「申告書記載事項」という。）を、法

第762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方

税共同機構（第12項において「機構」という。）を経由して行う方法その他施行規則

で定める方法により市長に提供することにより、行わなければならない。 

 

11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納

税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適

用する。 

 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第１号の機構の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に同項

に規定する市長に到達したものとみなす。 

 

 

 

（製造たばこの区分）  
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改正後 改正前 

第91条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造た

ばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 

 

(１) 喫煙用の製造たばこ  

ア 紙巻たばこ  

イ 葉巻たばこ  

ウ パイプたばこ  

エ 刻みたばこ  

オ 加熱式たばこ  

(２) かみ用の製造たばこ  

(３) かぎ用の製造たばこ 

 

 

 

（市たばこ税の納税義務者等） （市たばこ税の納税義務者等） 

第91条の２ （略）  第91条 （略）  

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（製造たばことみなす場合）  

第92条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他

の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定する会

社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱

により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造

した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリ

ンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託

を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で定める

者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下こ
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改正後 改正前 

の条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製

造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たば

こ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第93条 たばこ税の課税標準は、第91条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若

しくは消費等（以下この条及び第96条において「売渡し等」という。）に係る製造た

ばこの本数とする。 

第93条 たばこ税の課税標準は、第91条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しく

は消費等に係る製造たばこの本数とする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻たばこの本数によるも

のとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとす

る。 

２ 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の

左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該

右欄に定める重量をもって喫煙用の紙巻たばこの１本に換算するものとする。この場

合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によ

る。 

区分 重量 

⑴ 喫煙用の製造たばこ 

ア 葉巻たばこ 

 

１グラム 

イ パイプたばこ 

ウ 刻みたばこ 

１グラム 

２グラム 

（略） 
 

区分 重量 

⑴ 喫煙用の製造たばこ 

ア パイプたばこ 

 

１グラム 

イ 葉巻たばこ 

ウ 刻みたばこ 

１グラム 

２グラム 

（略） 
 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

 

(１) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラムをもっ

て紙巻たばこの１本に換算する方法 

 

(２) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第16条の２の２で定めるも  
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改正後 改正前 

のに係る部分の重量を除く。）の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する

方法 

(３) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第

7号）附則第48条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の

承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律第137

号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定するたばこ

税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金

額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）を

もって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 

 

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第33条第１項又は第２項の認可

を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相

当する金額（消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により課されるべき消費

税に相当する金額及び法第２章第３節の規定により課されるべき地方消費税に相

当する金額を除く。） 

 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和59年法律第72号）第10

条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額 

 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又

は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻きたばこ

の本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個

当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第91条に掲げる

製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法に

より行うものとする。 

３ 前項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、第91条

第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごと

の１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲

げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換

算する方法により行うものとする。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 
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改正後 改正前 

６ 前２項の計算に関し、第４項の製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量又は前項

の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合に

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に0.1グラム未満の

端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を

紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により

行うものとする。 

 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号アに定め

る金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合に

は、その端数を切り捨てるものとする。 

 

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗

じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨

てるものとする。 

 

10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で

定めるところによる。 

 

 

 

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率） 

第93条の２ たばこ税の税率は、1,000本につき5,692円とする。 

 

第93条の２ たばこ税の税率は、1,000本につき5,262円とする。 

 

（たばこ税の課税免除） （たばこ税の課税免除） 

第94条 （略）  第94条 （略）  

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第１項第

１号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第１項第

１号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等
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改正後 改正前 

をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなし

て、第91条の２の規定を適用する。 

 

をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなし

て、第91条の規定を適用する。 

 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 

第96条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節において「申告

納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡

し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節において

「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第94条第１

項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製

造たばこに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合

にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行

規則第34号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規

則第34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。この場合にお

いて、当該申告書には、第94条第２項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製

造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

第96条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下本節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第91条

第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごと

の課税標準たる本数の合計数（以下本節において「課税標準数量」という。）及び当

該課税標準数量に対するたばこ税額、第94条第１項の規定により免除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次

条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようと

するたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の２様式による申告書を

市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の２の５様式による納付書

によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第94条第２

項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量について

の明細を記載した施行規則第16号の５様式による書類を添付しなければならない。 

２～５ （略） 

 

２～５ （略） 

 

附 則 附 則 

（個人市民税の所得割の非課税の範囲等） （個人市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第３条の２ 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得につ

いて第18条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額に100,000円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有

する場合には、当該金額に320,000円を加算した金額）以下である者に対しては、第

13条第１項の規定にかかわらず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割を除く。）

を課さない。 

第３条の２ 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得につ

いて第18条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計

額が、350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額（その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に

320,000円を加算した金額）以下である者に対しては、第13条第１項の規定にかかわ

らず、市民税の所得割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。 
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改正後 改正前 

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２～11（略） ２～11（略） 

12 法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、零とする。  

13 （略） 12 （略） 

（優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第12条 （略）  第12条 （略）  

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の４まで、第34条

から第35条の２まで、第36条の２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６

まで、第37条の８又は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡

は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の４まで、第34条

から第35条の２まで、第36条の２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の７

まで、第37条の９の４又は第37条の９の５の規定の適用を受けるときは、当該土地等

の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 
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○市税条例（昭和５６年藤井寺市条例第１号）  新旧対照表  

（第２条関係）  

改正後 改正前 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第93条 （略） 第93条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

(１) ～ (３) （略） (１) ～ (３) （略） 

４～10 （略） 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

４～10 （略） 

 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２～９（略） ２～９（略） 

10 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 10 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

11 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 11 法附則第15条第45項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

12 法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で定める割合は０とする。 12 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で定める割合は０とする。 

13 （略） 13 略 
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○市税条例（昭和５６年藤井寺市条例第１号）  新旧対照表  

（第３条関係）

改正後 改正前 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第93条 （略） 第93条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第

７号）附則第48条第１項第２号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の

承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律第137

号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定するたばこ

税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金

額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）を

もって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 

(３) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第

７号）附則第48条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の

承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律第137

号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定するたばこ

税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金

額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）を

もって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

４～10 （略） ４～10 （略） 

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率） 

第93条の２ たばこ税の税率は、1,000本につき6,122円とする。 第93条の２ たばこ税の税率は、1,000本につき5,692円とする。 
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○市税条例（昭和５６年藤井寺市条例第１号）  新旧対照表  

（第４条関係）  

改正後 改正前 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第93条 （略） 第93条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

(１)・(２) （略） 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.4を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.6を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

(１)・(２) （略） 

(３) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（たばこ税法（昭和59年法律第72号）第11条第１項に

規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保

に係る特別措置に関する法律（平成10年法律第137号）第８条第１項に規定するた

ばこ特別税の税率、法第74条の５に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定

するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除し

て計算した金額をいう。第８項において同じ。）をもって紙巻たばこの0.5本に換

算する方法 

(３) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこ

の１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第

７号）附則第48条第１項第２号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の

承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成10年法律第137

号）第８条第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の５に規定するたばこ

税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金

額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）を

もって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 

ア （略） ア （略） 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第３項第２号ロ及び第

４項の規定の例により算定した金額 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和59年法律第72号）第10

条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額 

４～10 （略） ４～10 （略） 

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率） 

第93条の２ たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。 第93条の２ たばこ税の税率は、1,000本につき6,122円とする。 
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○市税条例（昭和５６年藤井寺市条例第１号）  新旧対照表  

（第５条関係）  

改正後 改正前 

（製造たばことみなす場合） （製造たばことみなす場合） 

第92条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他

の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定する会

社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱

により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造

した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリ

ンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託

を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で定める

者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下こ

の条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、

この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造

たばこの区分は、加熱式たばことする。 

第92条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他

の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定する会

社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱

により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造

した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリ

ンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託

を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で定める

者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下こ

の条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製

造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たば

こ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第93条 （略） 第93条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

 (１) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラムをもっ

て紙巻たばこの１本に換算する方法 

(１) （略） (２) （略） 
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改正後 改正前 

(２) （略）  (３) （略）  

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合に

おける計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造

たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第91条に掲げる製造たばこの区分ごとに

合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合又

は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの

本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当

たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第91条に掲げる製

造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 

５ 第３項第１号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 

６ （略） ６ （略） 

７ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を

紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により

行うものとする。 

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を

紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により

行うものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第２号アに定め

る金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合には

、その端数を切り捨てるものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号アに定め

る金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端数がある場合には

、その端数を切り捨てるものとする。 

 ９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗

じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨

てるものとする。 

 

９ 略 10 略 
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○市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年藤井寺市条例第２７号）  新旧対照表  

（第６条関係）

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条（略） 第５条（略） 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和25年法律第226号）第465条第１項に規

定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ

３級品に係る市たばこ税の税率は、市税条例第93条の２の規定にかかわらず、当該各

号に定める税率とする。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法（昭和25年法律第226号）第465条第１項に規

定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ

３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第93条の２の規定にかかわらず、当該各号

に定める税率とする。 

(１) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円 (１) 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 1,000本につき2,925円 

(２) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円 (２) 平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 1,000本につき3,355円 

(３) 平成30年４月１日から平成31年９月30日まで 1,000本につき4,000円 (３) 平成30年４月１日から平成31年３月31日まで 1,000本につき4,000円 

３ （略） ３ （略） 

４ 平成28年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等（同法第469条第１項第１号及び第２号に規定する売

渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売

のため所持する卸売販売業者等（市税条例第91条の２第１項に規定する卸売販売業者

等をいう。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これ

らの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。以下「所得税法等

改正法」という。）附則第52条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙

巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業

者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の

区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に

所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限

４ 平成28年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等（同法第469条第１項第１号及び第２号に規定する売

渡しを除く。以下この条において同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売

のため所持する卸売販売業者等（新条例第91条第１項に規定する卸売販売業者等をい

う。以下この条において同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第９号。以下「所得税法等改正

法」という。）附則第52条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻た

ばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等

として当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在

する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）
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改正後 改正前 

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。こ

の場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たば

こ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合

における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。 

５～12 （略） ５～12 （略） 

13 平成31年10月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等

改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級

品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定

によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当

該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該

紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に

小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における

市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数

とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。 

13 平成31年４月１日前に地方税法第465条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等

改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級

品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定

によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当

該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在

する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該

紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に

小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における

市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数

とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合につい

て準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合につい

て準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 第５項 前項 第13項   第５項 前項 第13項  

  附則第20条第４項 附則第20条第14項において準用す

る同条第４項 

   附則第20条第４項 附則第20条第14項において準用す

る同条第４項 

 

  平成28年５月２日 平成31年10月31日    平成28年５月２日 平成31年４月30日  

 第６項 平成28年９月30日 平成32年３月31日   第６項 平成28年９月30日 平成31年９月30日  

 略    略  
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○災害による被災者に対する市税の減免に関する条例（平成７年藤井寺市条例第１４号）  新旧対照表  

（第７条関係）

改正後 改正前 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第２条 市民税の納税義務者（個人に限る。以下同じ。）で災害により次の表の左欄に

掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対

して課すべき被災年度（当該納税義務者が当該災害により被害を受けた日（以下「被

災日」という。）の属する年度をいう。）分の市民税額のうち被災日以後の納期に係

る税額について同表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率をそれぞれ当該

税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。 

第２条 市民税の納税義務者（個人に限る。以下同じ。）で災害により次の表の左欄に

掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対

して課すべき被災年度（当該納税義務者が当該災害により被害を受けた日（以下「被

災日」という。）の属する年度をいう。）分の市民税額のうち被災日以後の納期に係

る税額について同表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率をそれぞれ当該

税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。 

減免の原因となるべき事項 軽減又は免除の割合 

（略） 

障害者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」と

いう。）第292条第１項第10号に規定する障害者をい

う。）になった場合 

10分の９ 

（略） 
 

減免の原因となるべき事項 軽減又は免除の割合 

（略） 

障害者（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第292条第１項第９号に規定する障害者をいう。）に

なった場合 

10分の９ 

（略） 
 

２ 市民税の納税義務者（納税義務者の法第292条第１項第７号に規定する同一生計配

偶者又は法第292条第１項第９号に規定する扶養親族を含む。）で合計所得金額が、

10,000,000円以下である者が、自己が居住し、又は使用する住宅又は家財道具（主と

して趣味又は娯楽のために使用するものを除く。）について災害により受けた損害の

金額（保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。）がその住宅又は

家財の価格の10分の３以上の被害を受けた場合においては、当該納税義務者に対して

課すべき被災年度分の市民税額のうち、被災日以後の納期に係る税額について次の表

の区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は

免除する。 

２ 市民税の納税義務者（納税義務者の法第292条第１項第７号に規定する控除対象配

偶者又は法第292条第１項第８号に規定する扶養親族を含む。）で合計所得金額が、

10,000,000円以下である者が、自己が居住し、又は使用する住宅又は家財道具（主と

して趣味又は娯楽のために使用するものを除く。）について災害により受けた損害の

金額（保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。）がその住宅又は

家財の価格の10分の３以上の被害を受けた場合においては、当該納税義務者に対して

課すべき被災年度分の市民税額のうち、被災日以後の納期に係る税額について次の表

の区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は

免除する。 

（略） 
 

（略） 
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改正後 改正前 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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議案第３２号  

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について  

 

○職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１０年藤井寺市条例第３号）  新旧対照表

改正後 改正前 

別表（第３条―第12条関係） 別表（第３条―第12条関係） 

特殊勤務手当支給額 特殊勤務手当支給額 

手当の種類 支払基準 金額（円） 

（略） 

夜間看護手当 深夜における勤務が４時間以上であるとき 

１回につき 

3,550 

深夜における勤務が２時間以上４時間未満で

あるとき １回につき 

3,100 

深夜における勤務が２時間未満であるとき 

１回につき 

2,150 

（略） 

 
 

手当の種類 支払基準 金額（円） 

（略） 

夜間看護手当 深夜における勤務が４時間以上であるとき 

１回につき 

3,300 

深夜における勤務が２時間以上４時間未満で

あるとき １回につき 

2,900 

深夜における勤務が２時間未満であるとき 

１回につき 

2,000 

（略） 
 

 



- 21 - 

 

議案第３３号  

藤井寺市介護保険条例の一部改正について  

 

○藤井寺市介護保険条例（平成１２年藤井寺市条例第７号）  新旧対照表  

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第８条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第８条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 次のいずれかに該当する者 （６） 次のいずれかに該当する者 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から政令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）が１，２００，０００円

未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適

用がある場合には、当該合計所得金額から政令第３８条第４項に規定する特別控除額

を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）が１，２００，０００円未満

である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ （略） 

（７）～（１１） （略） （７）～（１１） （略） 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 
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議案第３４号 

  藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例及び藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部改正について  

 

○藤井寺市重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年藤井寺市条例第３４号） 新旧対照表  

（第１条関係）  

改正後 改正前 

（所得制限） （所得制限） 

第２条の２ （略） 第２条の２ （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

自己又は所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者若しくは扶

養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機

械・器具その他事業の用に供する固定資産（鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資

産を除く。）につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除

く。）がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた者（以下「被災者」と

いう。）がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の１０月３１日まで

は、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の

規定は適用しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

自己又は所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者若しくは扶

養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機

械・器具その他事業の用に供する固定資産（鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資

産を除く。）につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除

く。）がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた者（以下「被災者」と

いう。）がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の１０月３１日まで

は、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の

規定は適用しない。 

３・４ （略） 

 

３・４ （略） 

 

 



- 23 - 

 

○藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例（昭和５５年藤井寺市条例第２３号）  新旧対照表  

（第２条関係）  

改正後 改正前 

（所得制限） （所得制限） 

第３条の２ 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、対象者としない。 第３条の２ 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、対象者としない。 

（１） ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者（以下「ひとり親等」という。）の

前年の所得（各年の１月から６月までの間に新たに適用を受けようとする者にあっ

ては、前々年の所得。以下同じ。）が、その者の所得税法（昭和４０年法律第３３

号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並び

に当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の１２月３１日

において生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であると

き。 

（１） ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者（以下「ひとり親等」という。）の

前年の所得（各年の１月から６月までの間に新たに適用を受けようとする者にあっ

ては、前々年の所得。以下同じ。）が、その者の所得税法（昭和４０年法律第３３

号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）並び

に当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の１２月３１日

において生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であると

き。 

（２） （略） （２） （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家

財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供

する固定資産（鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。）につき被害金額

（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。）がその価格のおおむね２分

の１以上である損害を受けた者（以下「被災者」という。）がある場合においては、

その損害を受けた月から翌年の１０月３１日までは、その損害を受けた年の前年の所

得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、

自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家

財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供

する固定資産（鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。）につき被害金額

（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。）がその価格のおおむね２分

の１以上である損害を受けた者（以下「被災者」という。）がある場合においては、

その損害を受けた月から翌年の１０月３１日までは、その損害を受けた年の前年の所

得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。 

３・４ （略） 

 

３・４ （略） 

 

 

 



- 24 - 

 

議案第３５号  

藤井寺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  

         

○藤井寺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年藤井寺市条例第１７号）  新旧対照表 

改正後 改正前 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事

業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１８条において同じ。）は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８年

法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育を

いう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項

に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市長が認める地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第１

７条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限り

でない。 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事

業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条並びに第１８条において同じ。）は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保

育の提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８年

法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行われる教育を

いう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項

に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」とい

う。）を適切に確保しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市長が認める地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第１

７条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限り

でない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により

保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供す

る保育をいう。以下この条において同じ。）を提供すること。 

（２） 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により

保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供す

る保育をいう。）を提供すること。 

（３） （略） （３） （略） 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく

困難であると認める場合であって、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、

前項第２号の規定を適用しないことができる。 

  

（１） 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。 

  

（２） 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするた

めの措置が講じられていること。 
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改正後 改正前 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者として適切に確保しなければならない。 

  

（１） 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所において代替保育が提供

される場合 第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型

又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」と

いう。） 

  

（２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して

小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者 

 

  

 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 搬入施設は、次に掲げるいずれかの施設とする。 ２ 搬入施設は、次に掲げるいずれかの施設とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のう

ち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面

等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発

達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配

慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じる

ことができる者として市長が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２３条に規

定する家庭的保育事業を行う場所（第２４条第２項に規定する家庭的保育者の居宅

に限る。附則第３項において同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限

る。） 

 

  

 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（食事の提供に関する経過措置） （食事の提供に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において現に存する法第３

９条第１項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者（次項において「施設

等」という。）が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行

２ この条例の施行の日の前日において現に存する法第３９条第１項に規定する業務を

目的とする施設又は事業を行う者が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合

においては、この条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間は、第１６
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改正後 改正前 

日から起算して５年を経過する日までの間は、第１６条、第２３条第４号（調理設備

に係る部分に限る。）、第２４条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第２９

条第１号（調理設備に係る部分に限る。）（第３３条及び第４９条において準用する

場合を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）（第３３条及び第４９条

において準用する場合を含む。）、第３０条第１項本文（調理員に係る部分に限

る。）、第３２条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第３４条第１号（調理

設備に係る部分に限る。）及び第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第３５条第

１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第４４条第１号（調理室に係る部分に限

る。）及び第５号（調理室に係る部分に限る。）、第４５条第１項本文（調理員に係

る部分に限る。）並びに第４８条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定

は、適用しないことができる。 

条、第２３条第４号（調理設備に係る部分に限る。）、第２４条第１項本文（調理員

に係る部分に限る。）、第２９条第１号（調理設備に係る部分に限る。）（第３３条

及び第４９条において準用する場合を含む。）及び第４号（調理設備に係る部分に限

る。）（第３３条及び第４９条において準用する場合を含む。）、第３０条第１項本

文（調理員に係る部分に限る。）、第３２条第１項本文（調理員に係る部分に限

る。）、第３４条第１号（調理設備に係る部分に限る。）及び第４号（調理設備に係

る部分に限る。）、第３５条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）、第４４条第

１号（調理室に係る部分に限る。）及び第５号（調理室に係る部分に限る。）第４５

条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）並びに第４８条第１項本文（調理員に係

る部分に限る。）の規定は、適用しないことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２３条に規定する家庭的

保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可を得た施設等について

は、施行日から起算して１０年を経過する日までの間は、第１６条、第２３条第４号

（調理設備に係る部分に限る。）及び第２４条第１項本文（調理員に係る部分に限

る。）の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、第３

条に規定する利用乳幼児への食事の提供を同条に規定する家庭的保育事業所等内で調

理する方法（第１１条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室

を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により

行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。 

  

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

４ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支

援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うこと

ができると市長が認める場合は、第７条第１項本文の規定にかかわらず、この条例の

施行の日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことがで

きる。 

３ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支

援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うこと

ができると市長が認める場合は、第７条本文の規定にかかわらず、この条例の施行の

日から起算して５年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。 

（小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置） （小規模保育事業Ｂ型等に関する経過措置） 

５ （略） ４ （略） 

（小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置） （小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置） 

６ （略） ５ （略） 

（小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） 
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７ （略） ６ （略） 

（保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） （保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例） 

８ （略） ７ （略） 

９ 附則第７項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する保育所型

事業所内保育事業所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育

所型事業所内保育事業所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士

の数を超えるときは、第４５条第２項に規定する保育士の数の算定については、保育

士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる

保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引

いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

８ 附則第６項の事情に鑑み、当分の間、１日につき８時間を超えて開所する保育所型

事業所内保育事業所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育

所型事業所内保育事業所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士

の数を超えるときは、第４５条第２項に規定する保育士の数の算定については、保育

士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる

保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引

いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。 

１０ （略） ９ （略） 

 



- 28 - 

 

議案第３６号 

藤井寺市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  

 

○藤井寺市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年藤井寺市条例第９号）  新旧対照表  

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 水道事業にかかる附属機関を次のとおり設置する。 ２ 水道事業にかかる附属機関を次のとおり設置する。 

名称 担任事務 

藤井寺市水道事業経

営審議会 

持続可能で安定的な水道事業経営を確保するため、水道事

業の経営等に関する重要事項について調査審議する事務 

藤井寺市水道施設整

備事業評価委員会 

水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明

性の一層の向上を図るため、厚生労働省が定めた水道施設

整備事業の評価実施要領に基づく事前評価及び再評価に関

する事務 
 

名称 担任事務 

藤井寺市水道施設整

備事業評価委員会 

水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明

性の一層の向上を図るため、厚生労働省が定めた水道施設

整備事業の評価実施要領に基づく事前評価及び再評価に関

する事務 
 

３ （略） ３ （略） 
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○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年藤井寺市条例第１７号）  新旧対照表  

（附則第２条関係） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条、第４条関係） 

区分 報酬額 

（略） 

保育所嘱託医師（歯科） 年額  75,900円 

水道事業経営審議会委員 日額 9,500円 

（略） 
 

別表第１（第２条、第４条関係） 

区分 報酬額 

（略） 

保育所嘱託医師（歯科） 年額  75,900円 

（略） 
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議案第３７号  

藤井寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  

 

○藤井寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年藤井寺市条例第１９号）  新旧対照表  

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、大阪府知事又は

その他都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならない。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、大阪府知事又は

その他都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状を有

する者 

（４） 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育

学校の教諭となる資格を有する者 

（５）～（９） （略） （５）～（９） （略） 

（１０） ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認

めたもの 

  

４・５ （略） 

 

４・５ （略） 
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議案第３８号  

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議に

ついて  

 

○大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日制定）  新旧対照表  

（第１条関係）  

改正後 改正前 

  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

泉南市、四條畷市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、太子町、千早赤

阪村 
 

四条畷市、太子町、千早赤阪村 
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○大阪広域水道企業団規約  （平成２２年１１月２日制定）  新旧対照表  

（第２条関係）  

改正後 改正前 

  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

泉南市、四條畷市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、田尻町、岬町、太子

町、千早赤阪村 
 

泉南市、四條畷市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、太子町、千早赤

阪村 
 



 

 

 


